
令和５年度第２回周南市学校給食センター運営審議会  

            令和６年２月 15 日 13 時 30 分～ 

於：周南市役所 2Ｆ交流室 1  

    次   第  

 

１  開 会  

 

 

２  学 校 給 食 課 長 あ い さ つ  

 

 

３  議 題  

  令 和 ６ ・ ７ 年 度 周 南 市 立 学 校 給 食 セ ン タ ー 物 資 納 入 業 者 名 簿

へ の 登 録 に つ い て 【 資 料 １ 】  

４  報 告  

周 南 市 の 学 校 給 食 に つ い て  

 （ １ ） 学 校 給 食 費 の 改 定 に つ い て 【 資 料 ２ 】  

 （ ２ ） 学 校 給 食 の 運 営 概 要 に つ い て 【 資 料 ３ 】  

(３ ) 周 南 公 立 大 学 講 座 「 自 治 体 の 業 務 を 学 ぶ 」 (抜 粋 )【 資 料 ４ 】  

 

５  そ の 他  

 

 

６  閉 会  

 



【資料１】

分　類 品　名 栗屋 住吉 高尾 新南陽 熊毛 鹿野

1 ㈱ピーコック 岩国市関戸１丁目１１１番地１５ 河井　大典 ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 (公財）山口県学校給食会 山口市富田原町１番１８号 松永　卓 ○ ○ ○ ○ ○ ○

3 やまぐち県酪乳業(株) 下関市菊川町田部夢団地１番 河口　浩己 ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 山口県東部ヤクルト販売(株) 岩国市室の木町一丁目１－３１ 山本　公総 ○ ○

5 (株)ヤクルト山陽 山口市小郡黄金町１４番７号 大澤　誠 ○ ○ ○ ○

6 周南学校給食納入組合 周南市鼓海１丁目３２４－１８ 石光　文雄 ○ ○ ○ ○ ○ ○

7
山口県農業協同組合　周南
統括本部

下松市西柳二丁目３番４８号 柳　彰彦 ○ ○ ○ ○ ○ ○

8 ㈱エコファーム山口 周南市大字栗屋５０番地の１１ 宮本　真美　 ○ ○

9 スーパータイカ精肉部 周南市大字櫛ヶ浜西塩田５０７番地３１ 浜野　秀生 ○ ○ ○ ○ ○

10 （有）スーパーふじや 周南市政所一丁目３－１３ 藤田　豊成 ○

11 本田精肉店 周南市政所一丁目７番２号 本田　美智枝 ○

12 村田精肉店 周南市呼坂本町２番１７号 村田　毅 ○

13 横田精肉店 周南市大字鹿野上３２１７番地の３ 　横田　征治 ○

14 やまぐち本店 周南市大字久米１２６１番地の２ 　石川　光子　 ○ ○ ○ ○

15 大平食品(株) 防府市高倉二丁目１７番３号 清水　実 ○ ○ ○ ○ ○

大豆製品
豆腐

油揚げ他 新規 （株）新光 周南市大河内518-5 　松原　　祥文 ○ ○ ○ ○ ○

16 大潮田舎の店 周南市大字大潮１３８６の６ 市川　三幸 ○

こんにゃく 17 (株)徳本商店 周南市土井二丁目２番１４号 德本　洋平 ○ ○ ○ ○ ○

18 瑞穂糧穀（株）東部支店 下松市葉山一丁目８１９－１５ 打道　努 ○ ○ ○ ○ ○

19 ストアーうおたに 周南市大字長穂７０２ 魚谷　修司 ○

きくらげ 20 ㈱藤本コーポレーション 柳井市南浜三丁目-1-1 藤本　憲治 ○ ○ ○ ○ ○

21 福田青果㈱ 周南市鼓海１丁目３２４－１８ 福田　晃久 ○ ○ ○ ○ ○ ○

22 (株)協食 周南市鼓海二丁目１１８番地４５ 　中村　　一朗 ○ ○ ○ ○ ○ ○

23 (株)ニシムラ山口流通センター 周南市鼓海二丁目１１８番４１ 　植野　　恭司 ○ ○ ○ ○ ○ ○

(2) (公財）山口県学校給食会 山口市富田原町１番１８号 松永　卓 ○ ○ ○ ○ ○ ○

(4) 山口県東部ヤクルト販売(株) 岩国市室の木町一丁目１－３１ 山本　公総 ○ ○

(5) (株)ヤクルト山陽 山口市小郡黄金町１４番７号 大澤　誠 ○ ○ ○ ○

24 佐伯酒店 周南市大字櫛ヶ浜４７番地 佐伯　美香 ○ ○ ○ ○

25 ふかみ酒屋 周南市新地町１５番２０号 深海　季夫 ○ ○ ○ ○

26 徳山醤油 周南市築港町１０－２５－１００９ 齊藤　一郎 ○ ○ ○ ○ ○

27 富士甚醤油(株）徳山営業所 周南市下上字上野１９７７－５ 荒牧　彰 ○ ○ ○ ○ ○

令和６・７年度周南市立学校給食センター物資納入業者名簿(案）

主な取扱物資
番号 指 名 業 者 名 住             所 代 表 者 名

納入希望

穀類
パン
米穀

乳類
牛乳

乳製品

青果
野菜
果物

肉類
牛肉
豚肉
鶏肉

みそ
醤油

一般食品

卵

調味料

酒
塩

みりん
ワイン

一般物資
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申請者 (株)新光

事業所所在地 周南市大河内518-5

営業の種類 総合食料品卸

代表者氏名 代表取締役社長　松原　祥文

営業所在地 周南市大河内518-5

取扱商品 大豆製品

調査年月日

調査表作成者 松本　紫津子

１　位置・環境 ☑ 便所，ごみ集積場等からの位置は適当か。

☑ 場内庭，道路等からほこりをかぶる恐れがないか。

☑ 事業所周囲の環境は良いか。

☑ 周囲の排水状況は良いか。

☑ 施設内に外部の水が流入する恐れはないか。

☑ 敷地は，清掃されているか。

２　構造 ☑ 広さ，大きさ，使用に適した構造か。

☑ 床は，不浸透性の材料を用いていて，破損箇所はないか。

☑ 日常的に洗浄が行える構造になっているか。

☑ 天井には、破損箇所はないか。

☑ ホコリ，黒かびの発生は，認められないか。

☑ 作業上，適当な明るさがあるか。

☑ 夏の直射日光を遮る構造になっているか。

☑ 通風，換気の設備や状況は良いか。

３　食品設備等 ☑ 作業場内，食品庫，冷蔵庫等の温度，湿度は，適切に保たれているか。

４　衛生管理 ☑ 従業員専用の便所はあるか。

☑ 便所の清掃，清潔状態は，良いか。

☑ 施設内は，清潔で衛生的か。

☑ 製品は，衛生的に取り扱われているか。

☑ 社内で食中毒予防に取組を実施しているか。（消毒等の実施、啓発活動）

５　経営・信用等 ☑ 工場・店舗等固定した営業施設を有し，機動力があるか。

　　の状況 ☑ 経営状態が堅実で，学校給食を理解し，協力が可能であるか。

☑ 食品に関する法令等を遵守できると判断されるか。

☑ 指定する期日・時間に確実・迅速に納入できる設備や能力があるか。

☑ 緊急な需要に即応でき，責任を持った対処ができるか。

☑ ３年以上の営業を継続しているか。

■ 環境保健所の食品衛生監視票点が上位であるか。

☑ 外部からの進入が容易に行なえない状態にあるか。

６　調査内容

外観

学校給食センター納入業者新規登録用調査表

2024年1月12日
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【冷蔵庫】

・冷蔵庫が2台、冷凍庫1台あり、それぞれ設定温度が違い商品が適切な温度で

　保管できている。

・常時冷蔵庫内の温度の確認を行っている。

大豆製品保管冷蔵庫 温度計 冷蔵庫内

【検収・配送】

・豆腐の受け取り、保管、仕分け、配送の流れを確認。

豆腐業者のコンテナ コンテナ１段ごとに検品し冷蔵庫へ

【配送車】

冷凍冷蔵車は、前側冷凍、後ろ側冷蔵。

冷蔵車の設定温度は1.5℃に設定し、要冷蔵品を３℃で配送できるようにしている。

車内冷蔵庫温度表示
荷室の様子

3
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学校給食の運営概要について 

 
 
 
1 学校給食管理運営事業 

 
〇市内６か所の学校給食センターを円滑に運営し、配送校の児童生徒へ安心安全でおいし

い学校給食を安定供給しました。《638,129,907 円》 
 
                                  

センター名 開設年月 構造・面積 
配送校 食 数 

(食/日) 
委託状況 

小学校 中学校 

栗 屋 H23.4 
鉄骨造 平屋建 

1,325 ㎡ 
5 校 3 校 2,514 調理･配送 

住 吉 H23.4 
鉄骨造 平屋建 

1,204 ㎡ 
2 校 2 校 2,033 調理・配送 

高 尾 H24.4 
鉄骨造 平屋建 

1,044 ㎡ 
5 校 2 校 1,570 調理・配送 

新 南 陽 R2.4 
RC 造 平屋建 

2,151.05 ㎡ 
9 校 4 校 3,627 

調理・配送

（PFI 事業） 

熊 毛 H26.4 
鉄骨造 二階建 

916 ㎡ 
5 校 1 校 1,118 調理・配送 

鹿 野 S63.2 
鉄骨造 平屋建 

435 ㎡ 
1 校 1 校 125 ― 

合計 ― ― 27 校 13 校 10,987 ― 

 
 
２ 学校給食センター解体事業 

 
〇新たな新南陽新南陽学校給食センターを整備したことにより、旧徳山西(新地)及び新南

陽学校給食センターを廃止しました。令和 3 年度に旧徳山西学校給食センターを解体し、

令和４年度に旧新南陽学校給食センターを解体しました。《51,514,100 円》 
 
 
3 学校給食費一般事業費 

〇学校給食センターの衛生・アレルギー対応、各学校給食センター間の調整を円滑に行う

とともに、小中学校給食用冷蔵庫をメンテナンス付リースで導入し、児童生徒へ安心安全

でおいしい学校給食を安定供給しました。《9,356,600 円》 
 

【資料３】 
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1

周南市の学校給食について

令和６年２月１５日

周南市教育委員会 学校給食課

【資料４】

今日の内容
・安心・安全な給食提供のための取り組み

・アレルギー対応食について
ざんさ

・残渣について

6



2

安心・安全な給食について
◎衛生管理の徹底
◎危機対応能力の強化
◎安全な食材の確保
◎品質等に配慮した食材の選定
◎食物アレルギーへの対応

安心・安全な給食について
◎衛生管理の徹底

従事者の衛生・健康チェック、食材の検収、温度管理、施設設備の点検・整備など、
日々の衛生管理

従事者の健康チェック 衛生チェック 食材の検収

7



3

安心・安全な給食について
◎衛生管理の徹底

従事者の衛生・健康チェック、食材の検収、温度管理、施設設備の点検・整備など、
日々の衛生管理

食材の検収 肉類を冷蔵庫へ（温度管理） 白い袋から黄色い袋へ変更
（異物混入対策）

安心・安全な給食について
◎危機対応能力の強化

異物混入対応マニュアル 大量調理施設衛生管理マニュアル等の活用

従事者の危機管理意識の向上、組織力や危機対応能力の強化

←３槽シンクで洗う

冷凍してある加工品も、
異物がないか隅々確認 →

8



4

◎危機対応能力の強化

異物混入対応マニュアル 大量調理施設衛生管理マニュアル等の活用

従事者の危機管理意識の向上、組織力や危機対応能力の強化

安心・安全な給食について

←８５℃以上９０秒加熱 3点計測

75℃以上1分間加熱後
１０℃付近に冷却→

安心・安全な給食について
◎安全な食材の確保

肉類の産地確認検査、青果等の農薬残留検査及び食材細菌検査

◎品質等に配慮した食材の選定

食材の産地、鮮度、品質、成分内容等を考慮した選定

◎食物アレルギーへの対応

食材のアレルゲンチェック、保護者へ詳細な成分表の提供、

牛乳・パン等個別の中止

アレルギー対応食（乳・卵の除去食）の提供

9



5

アレルギー対応食について
食物アレルギー対応

・除去食申請 〈原材料配合表〉

・除去食開始に係る面談

（学校・保護者・センター・給食課）

・原材料表のデータ作成

10



6

防災給食について
防災給食

・備蓄用非常食の購入・管理

給食の防災食
・アレルゲンなし
・常温でおいしい

残菜について

11



7

残菜について
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8

残渣のリサイクルについて

調理の過程で出た野菜くず 食べ残し 1日に出た残渣量

給食センター収集

げんきプロジェクト
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9

食品ごみ 投入状況

げんきプロジェクト

液体肥料の散布

げんきプロジェクト
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10

農場のようす

奥光 須金

八代 ⾧穂

げんきプロジェクト

げんきプロジェクト

燃やすゴミをへらして、地域に安全でおいしい農産物をお届けします。

有機土壌活性液
製造装置へ投入

専用トラックで
引取

農業 肥料を散布

貯蔵タンクから
農地へ運搬

15
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ご清聴ありがとうございました。

16



 

 

○周南市立学校給食センター運営審議会規則 

平成15年８月29日教委規則第46号 

周南市立学校給食センター運営審議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、周南市執行機関の附属機関の設置に関する条例（平成15年周南市条例第247

号）第２条の規定に基づき、周南市立学校給食センター運営審議会（以下「審議会」という。）

の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（付議事項） 

第２条 審議会に付議する事項は、次のとおりとする。 

(１) 給食費の額の決定に関すること。 

(２) 給食物資の購入計画に関すること。 

(３) その他給食センターの運営に関すること。 

（組織） 

第３条 審議会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げるもののうちから周南市教育委員会

が委嘱する。 

(１) 周南市立小学校長及び同中学校長のうちから各４人以内 

(２) 周南市立小学校ＰＴＡ及び同中学校ＰＴＡのうちから各４人以内 

(３) 学校医 

(４) 山口県健康福祉センター職員 

(５) 学識経験者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任

は妨げない。 

（役員） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

 

【参  考】 
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（会議） 

第６条 審議会の会議は、会長が主宰する。 

２ 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、学校給食課において処理する。 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 第４条の規定にかかわらず、最初の委員の任期は平成17年３月31日までとする。 

18



 

 

○周南市が発注する学校給食用物資納入業者の登録に関する要綱 

平成21年12月１日要綱第52号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、周南市が発注する学校給食用物資の納入業者として登録を希望する者に、選

定基準及び登録手続等に関して必要な事項を定めるものとする。 

（登録業者選定基準） 

第２条 納入業者として登録する場合の資格審査基準は、次のとおりとする。 

(１) 周南市又は山口県内に営業所があること。 

(２) 確実な取引先があり、堅実な経営が行われていること。 

(３) 食品に関する法律及び諸規定が遵守されていること。 

(４) 国税及び周南市税の滞納がないこと。 

(５) 営業許可を必要とするものは、その許可を有するものであること。 

(６) 食品衛生監視票の採点結果が80点以上であること。 

(７) 製品加工業者については、材料倉庫、製品置場、冷凍設備その他衛生上必要な設備が完備

していること。 

(８) 給食センターの所要量を納品できる能力があること。 

(９) 指示する期日、時刻及び場所に確実に配送ができ、数量不足、交換等で緊急を要する場合

は、迅速に対応できる態勢があること。 

(10) 台風・地震等の災害発生及び感染症発生により、急遽給食中止となった場合は、返品が可

能なこと。 

（納入業者登録手続） 

第３条 納入業者として選定を受けようとする者は、周南市立学校給食センター物資納入業者登録

申請書（別記第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、

市長が特に認めた場合は、添付書類の一部を省略できる。 

(１) 営業実績概要（別記第２号様式） 

(２) 営業所・製造所及び倉庫の所在地の見取図（別記第３号様式） 

(３) 営業（業務）に必要な許可証等の写し 

(４) 食品衛生監視票 

(５) 納税証明書 

(６) 検便検査成績表 

【 参 考 】 
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(７) 誓約書（別記第４号様式） 

(８) その他申請に必要と認められる書類 

２ 申請書の受付は、学校給食課において行う。 

（申請書の受付期間） 

第４条 申請書の受付期間は、２会計年度ごとの１月とし、別に定める。 

２ 前項で定める以外の受付期間は、別に定める。 

３ 前２項のほか、特に必要があると市長が認めるときは、この限りでない。 

（登録業者の選定、通知及び名簿登録） 

第５条 登録業者選定は、書類審査及び実地調査とし、次のとおり行う。 

(１) 書類審査は、登録業者選定基準に基づき、立地条件、経営状況、信用状況、衛生状況、供

給能力等の適否について提出書類によって判定する。 

(２) 書類審査の結果、実地調査の必要ありと認められた業者については、現地調査を行う。 

(３) 書類審査及び実地調査を総合的に判定し、学校給食センター運営審議会で登録業者を決定

する。 

(４) 前号により、登録決定された業者に対しては、登録通知書を交付するとともに、名簿に登

録するものとする。 

（登録期間） 

第６条 登録期間は、当該登録を認定した日の属する年度の翌年度の初日から翌々年度の末日まで

の２年間とする。 

２ 登録期間中に新たに追加登録する者の登録期間は、前項に規定する登録期間の残期間とする。 

（申請事項の変更届） 

第７条 名簿に登録された者は、申請事項に変更が生じたときには、遅滞なく変更届（別記第５号

様式）を提出しなければならない。 

（登録の抹消） 

第８条 市長は、名簿に登録された者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、登

録を抹消することができる。 

(１) 契約の履行に当たり、故意に品物若しくは製造を粗雑にし、又は品物の品質若しくは数量

に関して不正の行為をしたとき。 

(２) 入札等において、その公正な執行を妨げたもの又は公正な価格の成立を害し、若しくは不

正な利益を得るために連合したとき。 
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(３) 申請書等の記載事項について虚偽の事実があったとき。 

(４) その他登録業者として、特に不適当と認められる行為があったとき。 

附 則 

この要綱は、平成21年12月１日から施行する。 
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